
○令和4年度　予算計上額

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障施策に要する経費

○地方消費税増収分の使途

（※充当先としては、国が示した項目の中で、本市事業が概ね1億円以上のものを抽出
して選択。）

（単位：百万円）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会
保障施策に要する経費について

　消費税率が引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障施策に要する経費に充てられるものとされました。
　京丹後市の令和4年度一般会計予算計上額における、地方消費税増収分の使途は下記のとおりです。

4,073 655合　　計

保健
衛生

655百万円

8,008百万円

8,008 3,521 0 414

65 -

（小　　計） 1,442 1 0 102 1,339 215

予防接種事業 165 1 0 99

839 -

社会
福祉

病院事業会計繰出金 1,277 0 0 3 1,274 -

社会
保険

介護保険事業特別会計繰出金 911 72 0 0

-

国民健康保険事業特別会計繰出金 337 214

保育業務委託事業
（私立、公設民営）

児童手当給付費

-

財源内訳

事業費区分 事業等名称
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（小　　計）

（小　　計）

国・府 市　債 その他 一般財源
うち消費税
増収分

児童扶養手当給付費 177 59 0 0 118

1,248 286 0 0 962

-

5,318 3,234 0 312 1,772 285

993 229 0 150 614

0 1230

440 148 0 29

579 0 0

-

-

263 -

145 0 0 28 117 -

773 194

-0 144

生活保護給付費

老人保護措置事業

地域生活支援事業

障害福祉サービス事業 1,752 1,608 0

一般財源特定財源

保育所運営管理・施設管理
（公立）

認定こども園事業

126 -

676 556 0 0 120 -

206 5 0 75

156 50 0 30 76


